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□
国
民
健
康
保
険
税
の
仮
徴
収
額
変

更
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

g
平
成
３０
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
さ

れ
る
予
定
だ
っ
た
方
の
う
ち
、
徴
収

方
法
を
変
更
さ
れ
た
方
に
、
仮
徴
収

額
変
更
通
知
書
を
５
月
１６
日
㈬
に
発

送
し
ま
す
。
該
当
の
方
は
、
７
月
か

ら
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
で
の
納

付
と
な
り
ま
す　

b
国
民
健
康
保
険

課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
選

択
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
お
送

り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
、
８
月
以
降
新
た
に
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
で
納
付
さ
れ
る
予
定
の
方

に
、
納
付
方
法
選
択
の
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
を
発
送
し
ま
す
。
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更
す

る
場
合
は
、
５
月
３１
日
㈭
ま
で
に
、

国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
北
部
・
南

部
出
張
所
で
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
期

日
を
過
ぎ
て
申
請
し
た
場
合
は
、
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
停
止
時
期
が

１０
月
以
降
と
な
り
ま
す
。
現
在
、
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
さ
れ
て

い
て
、
３０
年
度
も
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
で
納
付
さ
れ
る
予
定
の
方
は
、

２９
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通

知
書
に
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

c
保
険
証
、
振
替
口
座
の
通
帳
と
届

出
印
（
新
た
に
口
座
振
替
を
お
申
し

込
み
の
方
の
み
）　

b
国
民
健
康
保

険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）
☎
９
６
３

＝
９
１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
加
入
・
喪
失
の
手

続
き
は
お
済
み
で
す
か

▽
加
入
手
続
き
…
勤
務
先
の
健
康
保

険
な
ど
を
喪
失
し
た
後
、
別
の
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
は
国
民

健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で

す　

c
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

ま
た
は
退
職
証
明
書
・
離
職
票
な
ど

健
康
保
険
を
喪
失
し
た
日
付
が
確
認

で
き
る
書
類
、
印
鑑
、
本
人
確
認
で

き
る
証
明
書
等
、
年
金
手
帳
（
２０
歳

〜
５９
歳
で
、
国
民
年
金
の
手
続
き
が

必
要
な
方
の
み
）　

▽
喪
失
手
続
き

…
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
新
た
に

別
の
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
国
民

健
康
保
険
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
で

す　

c
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
、

新
た
に
加
入
し
た
健
康
保
険
の
保
険

証
（
変
更
し
た
人
数
分
）
、
印
鑑

e
直
接
国
民
健
康
保
険
課
、
北
部
・

南
部
出
張
所
へ
。
同
住
所
、
同
世
帯

の
ご
家
族
以
外
の
方
が
手
続
き
を
行

う
場
合
は
、
原
則
と
し
て
委
任
状
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険

課
で
手
続
き
を
行
う
場
合
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
が
必
要
で

す　

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁

舎
１
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
治
療
用
装
具
の
療
養
費
支
給
申
請

に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て

　

医
師
の
指
示
に
よ
り
作
成
し
た
治

療
用
装
具
の
療
養
費
申
請
に
は
、
次

の
①
〜
⑥
の
書
類
の
添
付
が
必
要
で

す
。
①
医
療
機
関
が
交
付
す
る
証
明

書
（
患
者
の
氏
名
・
生
年
月
日
・
傷

病
名
、医
療
機
関
の
名
称
・
所
在
地
、

診
察
し
た
医
師
の
氏
名
、
医
師
が
疾

病
ま
た
は
負
傷
の
治
療
上
、
治
療
用

装
具
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
年
月

日
お
よ
び
装
具
の
装
着
（
適
合
）
を

確
認
し
た
年
月
日
、
医
師
が
義
肢
装

具
士
に
製
作
等
を
指
示
し
た
治
療
用

装
具
の
名
称
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

　

②
領
収
書
（
内
訳
別
に
、
名
称
・

採
型
区
分
・
種
類
等
・
価
格
が
記
載

さ
れ
た
料
金
明
細
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

ド
ま
た
は
既
製
品
の
別
（
既
製
品
の

場
合
は
製
品
名
）
、
治
療
用
装
具
を

取
り
扱
っ
た
義
肢
装
具
士
の
氏
名
）

　

③
患
者
が
実
際
に
装
着
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
写
真
（
靴
型
装

具
の
み
）　

④
患
者
本
人
の
保
険
証

　

⑤
世
帯
主
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
の
方
は
患
者
本
人
）
の
口
座

情
報
が
わ
か
る
も
の　

⑥
印
鑑

＊
患
者
本
人
の
判
断
で
購
入
し
た
装

具
や
、
接
骨
院
・
整
骨
院
等
の
指

示
に
よ
り
作
成
し
た
装
具
は
、
保

険
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

b
国
民
健
康
保
険
課
▽
国
民
健
康
保

険
に
加
入
の
方
…
☎
９
６
３
＝
９
１

５
４
、
▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
の
方
…
☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

国
保
の
お
知
ら
せ

平成29年度

57万円

平成30年度

62万円賦課
限度額

表2

表3

平成28・29年度

42,070円

平成30・31年度

41,700円

8.34% 7.86%

均等
割額
所得
割率

表1

5割軽減

2割軽減

33万円＋（27万円×世帯の被保険者数）以下

33万円＋（49万円×世帯の被保険者数）以下

33万円以下

平成29年度
世帯主および同一世帯内の被保険者の
前年中の総所得金額等の合計額

軽減後の
均等割額

6,310円/年

4,200円/年

21,030円/年

33,650円/年

8.5割軽減の対象となる世帯のうち、
同一世帯内の被保険者全員が

年金収入80万円以下（他の各種所得なし）

均等割額の
軽減割合

8.5割軽減

9割軽減

5割軽減

2割軽減

33万円＋（27.5万円×世帯の被保険者数）以下

33万円＋（50万円×世帯の被保険者数）以下

変更なし

平成30年度
世帯主および同一世帯内の被保険者の
前年中の総所得金額等の合計額

軽減後の
均等割額

6,250円/年

4,170円/年

20,850円/年

33,360円/年

変更なし

均等割額の
軽減割合

8.5割軽減

9割軽減

　介護保険は、高齢者の介
護を社会全体で支える仕組
みであり、介護保険料は介
護保険制度を運営するため
の貴重な財源です。市へ納
付する６５歳以上の方の介護
保険料は、可能な限り自主
納付を基本としています。
しかし、再三に渡る督促や
催告にもかかわらず納付が
確認できない場合は、負担
の公平・公正性を確保する
ため、財産（預貯金、給与、
生命保険、不動産等）の差
し押さえ処分を行います。
　平成２９年度中には、２１件
の差し押さえ処分を行いま
した。２９年度の納期限は
すべて過ぎています。未納
の場合は速やかに金融機関
などでお納めください。な
お、納付相談は随時受け付
けています。
B介護保険課
☎963－9168

　

国
民
健
康
保
険
税
を
公
平
に
負

担
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
行
わ
れ

た
国
の
税
制
改
正
に
伴
い
、
平
成

３０
年
度
か
ら
均
等
割
軽
減
判
定
の

基
準
所
得
額
が
下
表
の
と
お
り
変

わ
り
ま
す
。
世
帯
主
お
よ
び
１６
歳

以
上
で
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
全
員
の
前
年
中
の
所

得
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
所
得
の
申
告
を
済
ま
せ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
軽
減

判
定
は
自
動
で
行
い
、
軽
減
該
当

世
帯
に
つ
い
て
は
軽
減
後
の
税
額

が
通
知
さ
れ
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
保
険
担
当
☎

９
６
３
＝
９
１
４
６

介護保険料の
滞納者に

滞納処分を行います

介護保険料の
滞納者に

滞納処分を行います

33万円以下

世帯主および同一世帯内の
被保険者の総所得金額等の合計額

※国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方で、以後、
　世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方

平成29年度
33万円以下（変更なし）

33万円＋（27万円×
（世帯に属する被保険者数＋
世帯に属する特定同一
世帯所属者数※））　以下

33万円＋（27.5万円×
（世帯に属する被保険者数＋
世帯に属する特定同一
世帯所属者数※））　以下

33万円＋（49万円×
（世帯に属する被保険者数＋
世帯に属する特定同一
世帯所属者数※））　以下

33万円＋（50万円×
（世帯に属する被保険者数＋
世帯に属する特定同一
世帯所属者数※））　以下

均等割額の
軽減措置割合

7割軽減

5割軽減

2割軽減

平成30年度から

国
民
健
康
保
険
税
の
均
等
割
額
軽
減

判
定
の
基
準
所
得
額
が
変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

「
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

平
成
３０
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
が
次
の
と
お
り
変
わ
り

ま
す
。

▽
保
険
料
率
と
賦
課
限
度
額
…
均

等
割
額
と
所
得
割
率
が
表
１
の
と

お
り
、
賦
課
限
度
額
（
保
険
料
の

上
限
）
が
表
２
の
と
お
り
変
わ
り

ま
す

▽
均
等
割
額
の
軽
減
判
定
の
基
準

所
得
額
…
表
３
の
と
お
り
変
わ
り

ま
す

　

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
お
よ

び
世
帯
主
の
前
年
中
の
所
得
申
告

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
所
得

の
申
告
を
済
ま
せ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
軽
減
判
定
は
自

動
で
行
い
、
軽
減
該
当
の
被
保
険

者
に
つ
い
て
は
、
軽
減
後
の
保
険

料
額
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢
者

医
療
担
当
☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

市
な
ど
の
お
知
ら
せ
を

録
音
し
た
Ｃ
Ｄ
や

広
報
こ
し
が
や
点
字
版
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

目
の
不
自
由
な
方
の
た
め
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
声
の

お
た
よ
り
」
が
、
「
広
報
こ
し
が

や
」
や
「
社
協
だ
よ
り
」
な
ど
の

刊
行
物
を
Ｃ
Ｄ
（
デ
イ
ジ
ー
図

書
）
に
録
音
し
、
郵
送
し
て
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
越
谷
市
社
会

福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
Ｃ
Ｄ

を
聴
く
た
め
に
は
専
用
の
音
声
再

生
機
が
必
要
で
す
）
。
な
お
、
市

で
は
身
体
障
害
者
手
帳
（
視
覚

１
・
２
級
）
を
お
持
ち
で
デ
イ
ジ

ー
図
書
を
活
用
す
る
方
に
、
日
常

生
活
用
具
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
コ
ー

ダ
」
の
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
（
☎
９
６

３
＝
９
１
６
４
）
へ
。

　

ま
た
、
広
報
こ
し
が
や
の
点
字

版
（
お
知
ら
せ
版
の
抜
粋
）
を
、

希
望
者
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。
ご

希
望
の
方
は
広
報
広
聴
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

b
▽
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
…
越
谷
市
社

会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
☎
９
６
６
＝
３
２
１
１
、

▽
点
字
版
に
つ
い
て
…
広
報
広
聴

課
☎
９
６
３
＝
９
１
１
７


